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規
　
　
　
則
（
人
）

東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都

人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
前
の
見
出
し
、
同
条
及
び
第
八
条
を
削
り
、
第
九
条
を
第
七
条
と
し
、
第
十
条
を
第
八
条

と
す
る
。附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
東
京
都
人
事
委
員

会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本

部
長
、
」
を
加
え
、
「
中
央
卸
売
市
場
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加

え
る
。

別
表
一
の
部
㈣
の
項
中
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
関
係
」
を
「
生
活
文
化
局
関
係

都
民
安
全
総
合
対
策
本
部

ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

」
に
改
め
、

同
部
㈨
の
項
中
「
同　
　
　
　
　
　
　
　

各
市
場
（
食
肉
市
場
を
除
く
。
）
」
を
「
同　
　
　
　
　
　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

　
　

各
市
場
（
食
肉
市
場
を
除
く
。
）

戦
略
推
進
本
部

」
に
改
め
、
同
表
二
の
部
中
㈣
の
項
を
削
り
、
㈤
の
項
を
㈣
の

項
と
し
、
㈥
の
項
を
㈤
の
項
と
し
、
㈦
の
項
を
㈥
の
項
と
す
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
休
職
の
事
由
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

職
員
の
休
職
の
事
由
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

職
員
の
休
職
の
事
由
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
人
事
委
員
会

規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
人
事
委
員
会

規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
四
項
第
一
号
中
「
住
宅
政
策
本
部
」
を
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本

部
、
住
宅
政
策
本
部
」
に
、
「
及
び
中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に
限
る
。
）
」
を
「
、
中

央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に
限
る
。
）
及
び
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

３　

条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め

る
職
員
が
、
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
当
該
管
理
監
督
職
の
業
務
と
同
一
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
そ
の

職
務
の
主
た
る
内
容
と
す
る
他
の
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
と
な
る
場
合
は
、
当
該
他
の
管
理
監



3 令和7年3月31日（月曜日） （増刊　33）東　京　都　公　報

督
職
を
占
め
る
職
員
は
、
当
該
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
引
き
続
き
占
め
て
い
る
も

の
と
み
な
す
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
甲
第
一
号
」
を
「
昭
和
五
十
六
年
東
京
都
監

査
委
員
訓
令
第
二
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
知
事
部
局
の
項
中
「
室
及
び
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
・
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本

部
・
」
を
、
「
・
中
央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
・
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
を
加
え
、
同
表

教
育
委
員
会
の
項
中
「
総
務
部
教
育
政
策
課
課
長
代
理
（
予
算
担
当
）
」
を
「
総
務
部
教
育
計
理
課
課

長
代
理
（
教
育
計
理
担
当
）
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東　
京　
都　
人　
事　
委　
員　
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
八
イ
の
部
一
の
項
中

「本
庁

局
に
所
属
す
る
総
務
部
長

子
供
政
策
連
携
室
総
合
推
進
部
長

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

・国
際
金
融
都
市
戦

略
室
戦
略
推
進
部
長

総
務
局
人
事
部
長

総
務
局
行
政
部
長

財
務
局
経
理
部
長

財
務
局
主
計
部
長

財
務
局
建
築
保
全
部
長

都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
長

都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
長

建
設
局
道
路
建
設
部
長

港
湾
局
港
湾
整
備
部
長

会
計
管
理
局
管
理
部
長

政
策
企
画
局
局
務
担
当
部
長
及
び
生
活

文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
局
務
担
当
部
長
の
う

ち
、
派
遣
条
例
第
２
条
の
規
定
に
基
づ

く
派
遣
を
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
極
め

て
困
難
で
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
別
に
定
め
る
も
の

」
を

「本
庁

局
に
所
属
す
る
総
務
部
長

子
供
政
策
連
携
室
総
合
推
進
部
長

総
務
局
人
事
部
長

総
務
局
行
政
部
長

財
務
局
経
理
部
長

財
務
局
主
計
部
長

財
務
局
建
築
保
全
部
長

都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
長　

都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
長

建
設
局
道
路
建
設
部
長

港
湾
局
港
湾
整
備
部
長

会
計
管
理
局
管
理
部
長

」
に
、

東
京
都
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部

総
合
推
進
部
長

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

ス
ポ
ー
ツ
総
合
推
進
部
長
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「東

京
都
中
央
卸
売
市
場

管
理
部
長

」
を

「東
京
都
中
央
卸
売
市
場

管
理
部
長

」
に

東
京
都
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部

戦
略
推
進
部
長

改
め
、
同
部
二
の
項
中

「本
庁

部
の
部
長

（職
務
区
分
一
に
規
定
す
る

も
の
を
除
く
。

）、
主
席
監
察
員
、
政

策
企
画
局
秘
書
事
務
担
当
部
長
、
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ

・国
際
金
融
都
市
戦
略
室

国
際
金
融
都
市
総
括
担
当
部
長
及
び
総

務
局
労
務
担
当
部
長

政
策
企
画
局
局
務
担
当
部
長
及
び
生
活

文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
局
務
担
当
部
長
の
う

ち
、
派
遣
条
例
第
２
条
の
規
定
に
基
づ

く
派
遣
を
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
極
め

て
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
別
に
定
め
る
も
の

」
を

東
京
都
住
宅
政
策
本
部

部
の
部
長

（職
務
区
分
一
に
規
定
す
る

も
の
を
除
く
。

）

東
京
都
中
央
卸
売
市
場

東
京
都
職
員
共
済
組
合
事
務
局

「本
庁

部
の
部
長

（職
務
区
分
一
に
規
定
す
る

も
の
を
除
く
。

）、
主
席
監
察
員
、
政

策
企
画
局
秘
書
事
務
担
当
部
長
、
総
務

局
労
務
担
当
部
長
及
び
産
業
労
働
局
国

際
金
融
都
市
総
括
担
当
部
長

建
設
局
局
務
担
当
部
長
の
う
ち
、
派
遣

条
例
第
２
条
の
規
定
に
基
づ
く
派
遣
を

さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
極
め
て
困
難
な

業
務
を
所
掌
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
別

に
定
め
る
も
の

東
京
都
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部

部
の
部
長

（職
務
区
分
一
に
規
定
す
る

も
の
を
除
く
。

）

に

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

部
の
部
長

（職
務
区
分
一
に
規
定
す
る

も
の
を
除
く
。

）

局
務
担
当
部
長
の
う
ち
、
派
遣
条
例
第

２
条
の
規
定
に
基
づ
く
派
遣
を
さ
れ
て

お
り
、
か
つ
、
極
め
て
困
難
な
業
務
を

所
掌
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
別
に
定
め

る
も
の

東
京
都
住
宅
政
策
本
部

部
の
部
長

（職
務
区
分
一
に
規
定
す
る

も
の
を
除
く
。

）

東
京
都
中
央
卸
売
市
場

東
京
都
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部

東
京
都
職
員
共
済
組
合
事
務
局

」

改
め
、
同
部
三
の
項
中

「東
京
都
住
宅
政
策
本
部

担
当
部
長

（職
務
区
分
四
に
規
定
す
る

も
の
及
び
別
に
定
め
る
も
の
を
除

く
。

）

」
を

東
京
都
中
央
卸
売
市
場

東
京
都
職
員
共
済
組
合
事
務
局

東
京
都
教
育
庁

「東
京
都
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部

担
当
部
長

（職
務
区
分
四
に
規
定
す
る

も
の
及
び
別
に
定
め
る
も
の
を
除

く
。

）

東
京
都
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

担
当
部
長

（職
務
区
分
二
に
規
定
す
る

も
の
、
職
務
区
分
四
に
規
定
す
る
も
の

及
び
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。

）

東
京
都
住
宅
政
策
本
部

に

東
京
都
中
央
卸
売
市
場

担
当
部
長

（職
務
区
分
四
に
規
定
す
る

も
の
及
び
別
に
定
め
る
も
の
を
除

く
。

）

東
京
都
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部

東
京
都
職
員
共
済
組
合
事
務
局
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東
京
都
教
育
庁

」

改
め
、
同
部
四
の
項
中
「政

策
企
画
局
局
務
担
当
部
長
及
び
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
局
務
担
当
部
長

」

を
「東

京
都
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
局
務
担
当
部
長

」
に
改
め
、
同
表
ロ
の
部
二
の
項
中
「蒲

田
消
防
署

長

」
の
次
に
「、

渋
谷
消
防
署
長
、
新
宿
消
防
署
長
、
足
立
消
防
署
長
、
深
川
消
防
署
長
、
立
川
消
防

署
長

」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
等
に
よ
る
旅
費
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
等
に
よ
る
旅
費
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

第
一
条　

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
等
に
よ
る
旅
費
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都

人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則

第
一
条
中
「
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
二

項
」
に
、
「
第
三
十
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
三
十
六
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
八
号
、

第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
並
び
に
条
例
別
表
第
一
の
㈠
の
備
考

及
び
別
表
第
二
の
㈠
の
備
考
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
」
を
削
る
。

第
三
条
を
削
り
、
第
二
条
の
見
出
し
中
「
級
の
職
務
」
を
「
職
務
の
級
」
に
改
め
、
同
条
中
「
級

の
職
務
」
を
「
職
務
の
級
」
に
、
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
第

一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
旅
行
業
者
等
）

第
二
条　

条
例
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一　

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
旅

行
業
者

二　

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
運

送
事
業
者
及
び
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
軌
道
経
営
者

三　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
船
舶
運
航
事
業
者

四　

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運

送
事
業
を
経
営
す
る
者

五　

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
九
条
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

六　

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
館
業
を

営
む
者

七　

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一

般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第

五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
者

八　

外
国
に
お
け
る
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
も
の

九　

割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
登
録
包
括

信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
（
都
と
の
契
約
に
よ
り
カ
ー
ド
等
（
同
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に

規
定
す
る
カ
ー
ド
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
前
各
号
に
掲
げ
る
者
が
提
供
す
る

役
務
そ
の
他
の
旅
行
に
係
る
役
務
の
対
価
の
支
払
の
た
め
に
旅
行
者
に
提
供
す
る
場
合
に
限

る
。
）

２　

条
例
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
役
務
及
び
カ

ー
ド
等
と
す
る
。

第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
削
り
、
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
近
接
地
以
外
」
を
「
同
一

市
町
村
以
外
」
に
、
「
近
接
地
内
」
を
「
市
町
村
内
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
近
接
地

以
外
」
を
「
同
一
市
町
村
以
外
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
第
四
条
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の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
外
国
旅
行
等
）

第
五
条　

条
例
第
三
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
外
国
旅
行
は
、
条

例
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
イ
、
ロ
又
は
ニ
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
外
国
旅
行
と
す
る
。

２　

条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と

す
る
。

一　

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
、
傷
病
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
旅
行
を
中
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
。

二　

条
例
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
一
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
が
そ
の
家
族
の
旅
行
に
つ
い
て
条
例
第
十

六
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
第
三
項
に
基
づ
く
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
家
族
が
死
亡
又
は
傷
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
旅

行
を
中
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
。

３　

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と

す
る
。

一　

交
通
事
故
そ
の
他
の
条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
事
情

二　

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
家
族

の
旅
行
中
の
天
災
又
は
交
通
事
故
そ
の
他
の
当
該
職
員
若
し
く
は
家
族
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
事
情

（
宿
泊
に
係
る
特
別
な
事
情
）

第
六
条　

条
例
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
現
に
支
払
つ

た
費
用
の
額
が
条
例
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
宿
泊
費
基
準
額
を
超
え
る
場
合
で
あ
つ
て
、

条
例
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
と
す
る
。

一　

宿
泊
を
伴
う
会
議
、
講
習
会
等
に
お
い
て
主
催
者
か
ら
宿
泊
施
設
の
指
定
が
あ
り
、
当
該
宿

泊
施
設
以
外
に
宿
泊
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
。

二　

知
事
、
副
知
事
、
東
京
都
議
会
議
員
そ
の
他
東
京
都
知
事
等
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
二
十
三
年
東
京
都
条
例
第
百
二
号
）
の
規
定
に
よ
り
副
知
事
が
受
け
る
べ
き
額
に
相
当
す
る

額
の
旅
費
を
支
給
さ
れ
る
者
又
は
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例

第
七
十
五
号
）
第
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
に
随
行
し
、
知
事
等
と
同
一
の
宿
泊
施
設

又
は
近
隣
の
宿
泊
施
設
に
宿
泊
し
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
上
支
障
を
来
す
と
き
。

三　

生
徒
、
児
童
等
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
生
徒
等
」
と
い
う
。
）
の
修
学
旅
行

等
の
旅
行
に
付
添
い
又
は
引
率
し
、
宿
泊
施
設
に
お
い
て
行
動
を
共
に
す
る
た
め
、
生
徒
等
と

同
一
の
宿
泊
施
設
に
宿
泊
し
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
上
支
障
を
来
す
と
き
。

四　

生
徒
等
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
等
を
伴
う
旅
行
に
付
添
い
又
は
引
率
し
、
生
徒
等
の
安
全
の
確
保

又
は
緊
急
時
に
お
け
る
迅
速
な
対
応
の
た
め
、
生
徒
等
の
宿
泊
す
る
宿
泊
施
設
の
近
隣
の
宿
泊

施
設
に
宿
泊
し
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
上
支
障
を
来
す
と
き
。

五　

公
務
の
円
滑
な
運
営
上
支
障
の
な
い
範
囲
及
び
条
件
に
お
い
て
検
索
し
、
そ
の
結
果
か
ら
最

も
安
価
な
宿
泊
施
設
を
選
択
す
る
と
き
。

六　

為
替
相
場
の
変
動
そ
の
他
旅
行
命
令
等
を
発
し
た
時
に
は
通
常
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

事
情
が
あ
つ
た
と
き
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で
を
削
る
。

第
二
条　

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
等
に
よ
る
旅
費
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
四
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
三
項
を
附
則
第
二
項
と
す
る
。

第
三
条　

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
等
に
よ
る
旅
費
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
六
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
、
「
職
員
の
旅
費
に
関

す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
等
に
よ
る
旅
費
規
則
」
を
「
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
」
に
、
「
第
三

条
の
二
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
四
条
第
三
項
第
三
号
」
に
、
「
第
三
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
を

「
第
四
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
第
三
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
職
員
の
旅
費
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
東
京
都
条
例
第
五
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
六
号
。

以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
新
条
例
第
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
等
を
発
す
る
旅
行
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
改
正
条
例
に

よ
る
改
正
前
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
同
項
に

規
定
す
る
旅
行
命
令
等
を
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
日

前
に
同
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
同
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
か
つ
、
施
行
日

以
後
に
新
条
例
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
新
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
旅
行
命
令
等
を
変
更
す
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
は
、
当
該
旅
行
の
う

ち
当
該
変
更
の
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
当
該
変
更
の

日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

別
表

第
３

条
関

係
行

政
職

給
料

表
（

一
）

行
政

職
給

料
表

（
二

）
公

安
職

給
料

表
医

療
職

給
料

表
（

一
）

医
療

職
給

料
表

（
二

）
医

療
職

給
料

表
（

三
）

教
育

職
給

料
表

１
級

以
上

３
級

以
下

１
級

以
上

４
級

以
下

１
級

以
上

５
級

以
下

１
級

１
級

以
上

３
級

以
下

１
級

以
上

３
級

以
下

１
級

以
上

４
級

以
下

４
級

以
上

６
級

以
上

２
級

以
上

４
級

４
級

５
級

以
上

備
考１

東
京

都
の

一
般

職
の

任
期

付
職

員
の

採
用

及
び

給
与

の
特

例
に

関
す

る
条

例
第

４
条

第
１

項
に

規
定

す
る

給
料

表
が

適
用

さ
れ

る
者

は
、

行
政

職
給

料
表

㈠
の

４
級

以
上

に
相

当
す

る
も

の
と

す
る

。
２

東
京

都
の

一
般

職
の

任
期

付
研

究
員

の
採

用
及

び
給

与
の

特
例

に
関

す
る

条
例

（
平

成
年

東
京

都
条

例
第

号
）
第

７
条

第
１

項
に

規
定

す
る

給
料

表
が

適
用

さ
れ

る
者

は
、
行

政
職

給
料

表
㈠

の
４

級
以

上
に

相
当

す
る

も
の

と
す

る
。

３
東

京
都

の
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

及
び

給
与

の
特

例
に

関
す

る
条

例
第

７
条

第
２

項
に

規
定

す
る

給
料

表
が

適
用

さ
れ

る
者

は
、

行
政

職
給

料
表

㈠
の

１
級

以
上

３
級

以
下

に
相

当
す

る
も

の
と

す
る

。
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令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
、
」
の
下
に
「
条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
学

校
職
員
の
条
例
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
在
宅
勤
務
等
手
当
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る

手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
並
び
に
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
通
勤
二
十
一
回
分
（
」
の
下
に
「
条

例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
学
校
職
員
の
条
例
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
在
宅
勤
務

等
手
当
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
並
び
に
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
号
中
「
（
そ
の
額
を
支
給
月
数
で
除
し
て
得
た
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、

五
万
五
千
円
に
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
削
る
。

第
十
条
中
「
、
公
署
若
し
く
は
学
校
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
若
し
く
は
学
校
の
移
転

（
以
下
「
異
動
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
異
動
等
の
直
前
の
通
勤
時
間
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
特
別
急

行
列
車
そ
の
他
の
交
通
機
関
（
以
下
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
せ
ず
に
、
通
常
の
通
勤

の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
要
す
る
通
勤
時
間
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
及

び
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
二
分
の
三
以
上
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
職
員
の
う

ち
」
を
削
り
、
「
者
」
の
下
に
「
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
特
別
急
行
列
車
そ
の
他
の
交
通
機
関
（
以
下

「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
通
勤
時
間
」
の
下
に
「
（
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
せ
ず
に
、
通

常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
要
す
る
通
勤
時
間
と
す
る
。
）
」

を
加
え
る
。

第
十
一
条
中
「
異
動
等
」
を
「
公
署
若
し
く
は
学
校
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
若
し
く

は
学
校
の
移
転
（
以
下
「
異
動
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
お
い
て
、
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経

路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
」
を
「
お
け
る
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の

各
号
を
加
え
る
。

一　

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居

二　

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
る
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で
あ
つ
て
次

に
掲
げ
る
も
の

イ　

条
例
第
十
二
条
第
四
項
及
び
学
校
職
員
の
条
例
第
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
直
前
の
住
居

か
ら
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧

最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
、
当
該
転
居
後
の
住
居
か
ら
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経

路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
新
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
が
、
新

幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

ロ　

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と
新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に

よ
る
片
道
の
通
勤
経
路
の
距
離
が
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

転
居
後
の
住
居

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

第
十
二
条
を
削
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
特
別
料
金
等
の
二
分
の
一
相
当
額
」
を
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
に
改
め
、

同
条
第
一
項
中
「
特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
特
別
料
金
等
の
二
分
の
一

相
当
額
」
と
い
う
。
）
」
を
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
別
料
金
等
の
二

分
の
一
相
当
額
」
を
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（
給
料
表
の
適
用
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
）

第
十
三
条　

条
例
第
十
二
条
第
五
項
及
び
学
校
職
員
の
条
例
第
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員

会
が
定
め
る
住
居
は
、
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け

る
次
に
掲
げ
る
住
居
と
す
る
。

一　

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居

二　

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
る
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で
あ
つ
て
次

に
掲
げ
る
も
の

イ　

条
例
第
十
二
条
第
五
項
及
び
学
校
職
員
の
条
例
第
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
直
前
の
住
居

か
ら
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧

最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
、
当
該
転
居
後
の
住
居
か
ら
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経

路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
新
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
が
、
新
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幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

ロ　

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と
新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に

よ
る
片
道
の
通
勤
経
路
の
距
離
が
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

転
居
後
の
住
居

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
均
衡
職
員
の
範
囲
）

第
十
四
条　

条
例
第
十
二
条
第
五
項
及
び
学
校
職
員
の
条
例
第
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
任
用
の
事

情
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
で
、
第
十
条
に
規
定
す
る
新

幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
新
幹
線
鉄
道

等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一　

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
（
条
例
又
は
学
校
職
員
の
条
例
の
適
用
を

受
け
な
い
職
員
、
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
国
家
公
務
員
等
で
あ
つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等

に
よ
り
引
き
続
い
て
条
例
又
は
学
校
職
員
の
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
及
び
地
方

公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
者
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
第
三
号
に

お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
人

事
交
流
等
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
当
該
適
用
の
直
前
の
住
居
と
所
在
す
る
地

域
を
異
に
す
る
公
署
又
は
学
校
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者

二　

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
、
当
該
適
用
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
公
署

又
は
学
校
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
い
、
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員

三　

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
、
条
例
若
し
く
は
学
校
職
員
の
条
例
の
適
用
外
で
あ
つ
た
者
と
し
て

の
在
職
を
条
例
若
し
く
は
学
校
職
員
の
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
の
在
職
と
、
そ
の
間

の
勤
務
箇
所
又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
な
る
直
前
の
職
員
と
し
て
の
引
き
続
く
在

職
期
間
中
の
勤
務
箇
所
を
条
例
第
十
二
条
第
四
項
若
し
く
は
学
校
職
員
の
条
例
第
十
四
条
第
四
項

の
公
署
若
し
く
は
学
校
と
み
な
し
た
場
合
に
、
条
例
若
し
く
は
学
校
職
員
の
条
例
の
適
用
を
受
け

る
又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
直
前
の
も
の
に
限
る
。
）
と
な
る
前
か
ら
引
き
続
き

条
例
第
十
二
条
第
四
項
若
し
く
は
学
校
職
員
の
条
例
第
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
た
る
要

件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職
員

第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
八
条
中
「
第
十
五
条
第
三
号
」
を
「
第
十
六
条
第
三
号
」
に
、
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
七

条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
号
」
を
「
第
十
六
条
第
一
号
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第
六

項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
一
号
」
を
「
第
十
六
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
」
を
「
第
十
二
条
第
六
項
」
に
、
「
第
十
四
条
第

三
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
」
を
「
第
十
四
条
第
六
項
」
に
、
「
五
万
五
千
円
」
を
「
十
五
万
円
」

に
、
「
越
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
十
二
条
第
六
項
」
を
「
第
十
二
条
第
七
項
」
に
、
「
第
十
四
条
第
六
項
」
を
「
第

十
四
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
五
条　

条
例
第
十
二
条
第
五
項
及
び
学
校
職
員
の
条
例
第
十
四
条
第
五
項
の
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事

委
員
会
が
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
第
十
条
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な

け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用

に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一　

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実

現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
の
証
明
若
し

く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で
あ
る
と
知
事
が
認

め
た
地
方
公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
つ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、
生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
単
に

「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
（
配
偶
者
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係

の
相
手
方
の
い
ず
れ
も
な
い
職
員
に
あ
つ
て
は
、
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
）
の
住
居
へ
の
転
居
に
伴
い
単
身
赴
任
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
つ
た
職
員
の
う
ち
、
当
該
転
居
後
の
住
居
（
特
定
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、

新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も

の
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二　

満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、

子
の
養
育
に
係
る
事
情
に
よ
り
そ
の
事
情
を
考
慮
し
た
地
域
の
住
居
に
転
居
し
た
職
員
で
、
当
該

転
居
後
の
住
居
（
当
該
転
居
の
日
以
後
に
当
該
地
域
へ
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
日
以
後
の

転
居
後
の
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係

る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
当
該
子
の
養
育
を
行
つ
て
い
る
も
の
に

限
る
。
）

三　

職
員
又
は
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
父
母
（
介
護
保
険
法
（
平

成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
者
に

限
る
。
）
の
介
護
に
伴
い
、
当
該
父
母
の
住
居
又
は
そ
の
近
隣
住
居
に
転
居
し
た
職
員
で
、
当
該

転
居
後
の
住
居
（
当
該
転
居
の
日
以
後
に
当
該
父
母
の
住
居
又
は
そ
の
近
隣
の
住
居
を
転
居
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
日
以
後
の
転
居
後
の
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道

等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
当
該
父

母
の
介
護
を
行
つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

四　

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
異
動
等
（
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
関
係
の
相
手
方
が
職
員
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に

伴
い
、
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
生
活
を
共
に
す
る
た
め
、
職
員
及
び

配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
通
勤
を
考
慮
し
た
地
域
の
住
居
に
転
居
し
た

職
員
で
、
当
該
転
居
後
の
住
居
（
当
該
転
居
の
日
以
後
に
当
該
地
域
へ
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
日
以
後
の
転
居
後
の
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、

そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
当
該
配
偶
者
又
は
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
生
活
を
共
に
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

五　

条
例
第
十
二
条
第
四
項
若
し
く
は
学
校
職
員
の
条
例
第
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄

道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
か
ら
引
き
続
い
て
満
十

八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
子
の

養
育
に
係
る
事
情
に
よ
り
そ
の
事
情
を
考
慮
し
た
地
域
の
住
居
に
転
居
し
た
職
員
、
職
員
若
し
く

は
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
父
母
（
介
護
保
険
法
第
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
介
護
に
伴
い
、
当
該
父
母
の
住
居

若
し
く
は
そ
の
近
隣
住
居
に
転
居
し
た
職
員
又
は
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の

相
手
方
の
異
動
等
（
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
職
員
で
な
い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
伴
い
、
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
生
活
を
共
に
す
る
た
め
、
職
員
及
び
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
通
勤
を
考
慮
し
た
地
域
の
住
居
に
転
居
し
た
職
員
で
、
養
育
若
し
く
は
介

護
の
終
了
等
又
は
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
と
生
活
を
共
に
し
な
く

な
つ
た
こ
と
等
に
伴
い
、
直
前
に
居
住
し
て
い
た
住
居
に
再
び
転
居
し
た
も
の
の
う
ち
、
条
例
第

十
二
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
学
校
職
員
の
条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
若
し

く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
当
該
転
居
後
の
住
居
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を

利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の

六　

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
十
二
条
第
四
項
又
は
学
校
職
員
の
条
例
第
十
四
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員

２　

前
項
第
一
号
に
お
い
て
「
特
定
住
居
」
と
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
転
居
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
事
由
の
発
生
」
と
い
う
。
）
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
由
の
発
生
の

日
以
後
の
転
居
後
の
住
居
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
転
居
後
の
住
居
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
次

に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一　

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居

二　

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で
あ
つ
て
次

に
掲
げ
る
も
の

イ　

当
該
事
由
の
発
生
の
直
前
の
住
居
か
ら
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
の
起
点
と
な
る

駅
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
、
当
該
転
居
後
の
住
居
か

ら
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
新
最

寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
が
、
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る

場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

ロ　

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と
新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に

よ
る
片
道
の
通
勤
経
路
の
距
離
が
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

転
居
後
の
住
居

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
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別
表
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
均
衡
職
員
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い

う
。
）
第
十
三
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
さ
れ
た
転
居
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３　

改
正
後
の
規
則
第
十
四
条
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な

つ
た
者
に
も
適
用
す
る
。

４　

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
は
、
改
正

後
の
規
則
第
十
四
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
す
。

５　

改
正
後
の
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
こ
れ
ら
の

号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
つ
た
者
（
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
当
該
日
以
後
に
転
居
を
し
た
も
の
を
除

く
。
）
に
も
適
用
す
る
。

訓
　
　
　
令
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
監
査
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
監
査
委
員　

龍　

円　

あ
い
り

東
京
都
監
査
委
員　

小　

磯　

善　

彦

東
京
都
監
査
委
員　

茂　

垣　

之　

雄

東
京
都
監
査
委
員　

後　

藤　

靖　

子

東
京
都
監
査
委
員　

小　

粥　

純　

子

第
六
条
の
表
監
査
第
一
課
の
項
第
一
号
中
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際
金
融
都
市
戦
略
室
」
を
削

り
、
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
を
「
生
活
文
化
局
、
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本

部
」
に
改
め
、
同
表
監
査
第
三
課
の
項
第
一
号
中
「
産
業
労
働
局
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦

略
推
進
本
部
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
則
（
公
）

警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
７
年
３
月
31日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　

廣　
瀨　

道　
明

◉東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則

（昭
和
38年

８
月
１
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５

号

）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
第
１
項
の
表
⑴
の
項
中

「43,486人

」を

「43,521人

」に
、

「2,565人

」を

「2,568人

」

に
、

「12,782人

」を

「12,792人

」に
、

「13,222人

」を

「13,233人

」に
、

「13,742人

」を

「13,753人

」に
改
め
、
同
表
合
計
の
項
中

「46,501人

」を

「46,536人

」に
改
め
る
。

附　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

警
察
参
考
人
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
７
年
３
月
31日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　

廣　
瀨　

道　
明

◉東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号

警
察
参
考
人
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
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警
察
参
考
人
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（平
成
９
年
３
月
19日

東
京
都
公
安

委
員
会
規
則
第
２
号

）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
第
１
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

費
用
弁
償
の
支
給
方
法
は
、
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例

（昭
和
26年

東
京
都
条
例
第
76号

）の
適

用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
日
当
に
つ
い
て
は
、
出
頭
に
要
し
た
時
間
が
４
時
間
以
上

の
場
合
は
、
条
例
第
３
条
第
２
項
に
定
め
る
日
当
の
額
を
、
４
時
間
に
満
た
な
い
場
合
は
、
そ
の
２
分

の
１
に
相
当
す
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

附　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓
　
　
　
令
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
第
一
号

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

第
四
条
中
「
特
地
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
が
地
域
手
当
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
」
を

「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
」
に
、
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
手
当
の
月
額
か
ら
そ
の
職
員
に
支

給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
域
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
て
得
た
」
を
「
当
該
各
号
に
定

め
る
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一　

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
規
則
第
十
九
号
）
第
二
条
に
定
め
る
額
の

地
域
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員　

前
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
手
当
の
月
額
か
ら
そ
の
職
員
に
支

給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
域
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
手
当

の
月
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
減
じ
て
得
た
額

二　

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
三
又
は
第
二
条
の
四
に
定
め
る
額
の
地
域
手
当
の
支
給
を

受
け
る
職
員　

前
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
手
当
の
月
額
か
ら
そ
の
職
員
に
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
地
域
手
当
の
月
額
に
百
分
の
五
十
五
（
以
下
「
調
整
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た

額
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
手
当
の
月
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
減
じ
て
得
た
額

第
七
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
四
条
第
一
号
」
に
改
め
、
「
相
当
す
る
額
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
月
額
に
調
整
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を
加
え
る
。

附　

則

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
支
給

規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
訓
令
」
と
い
う
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
訓
令
第
四
条
第
二
号
中
「
百
分
の
五
十
五
」
と
あ
る

の
は
、
「
百
分
の
四
十
三
」
と
す
る
。

通
　
　
　
達
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６
人

委
任

第
号

令
和

７
年

３
月

日

各
任

命
権

者
殿

東
京

都
人

事
委

員
会

委
員

長
中

西
充

「
初

任
給

、
昇

格
及

び
昇

給
等

に
関

す
る

規
則

の
運

用
に

つ
い

て
」

の
一

部
改

正
に

つ
い

て

「
初

任
給

、
昇

格
及

び
昇

給
等

に
関

す
る

規
則

の
運

用
に

つ
い

て

（
昭

和
年

月
日

付
人

委
第

号
）

」
の

一
部

を
下

記
の

よ
う

に
改

正
し

ま
し

た
の

で
、

令
和

７
年

４
月

１
日

以
降

こ
れ

に
よ

り
実

施
し

て
く

だ
さ

い
。

記

昇
格

時
職

務
区

分
別

号
給

表
関

係
（

第
条

関
係

）
第

２
項

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

２
イ

の
表

の
職

務
区

分
二

の
項

（
同

表
の

職
務

区
分

四
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

規
定

す
る

「
派

遣
条

例
第

２
条

の
規

定
に

基
づ

く
派

遣
」

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
派

遣
先

団
体

へ
の

派
遣

に
限

る
。

⑴
 

建
設

局
局

務
担

当
部

長
公

益
財

団
法

人
東

京
動

物
園

協
会

⑵
 

東
京

都
ス

ポ
ー

ツ
推

進
本

部
局

務
担

当
部

長
公

益
財

団
法

人
東

京
世

界
陸

上
財

団
又

は
公

益
財

団
法

人
東

京
都

ス
ポ

ー
ツ

文
化

事
業

団
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